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第３回 熊本県議会 地域対策特別委員会会議記録 

 

令和元年９月19日(木曜日) 

            午前９時59分開議 

            午後０時00分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

(1) 地方創生に資する産業人材確保に関す 

る件 

(2)行政サービスの維持向上に関する件 

(3)付託調査事件の閉会中の継続審査 

――――――――――――――― 

出席委員(16人) 

        委 員 長 増 永 慎一郎 

        副委員長 早 田 順 一 

        委  員 藤 川 隆 夫 

        委  員 城 下 広 作 

        委  員 松 田 三 郎 

        委  員 池 田 和 貴 

        委  員 溝 口 幸 治 

        委  員 坂 田 孝 志 

        委  員 西   聖 一 

        委  員 髙 野 洋 介 

        委  員  田 大 造 

        委  員 岩 本 浩 治 

        委  員 岩 田 智 子 

        委  員 松 野 明 美 

        委  員 池 永 幸 生 

        委  員 城 戸   淳 

欠席議員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

  総務部 

         部 長 山 本 倫 彦 

         理事兼 

    市町村・税務局長 福 田   充 

       市町村課長 清 田 克 弘 

      首席審議員兼 

        人事課長 小 原 雅 之 

消防保安課長 橋 本 誠 也 

 企画振興部 

       政策審議監 水 谷 孝 司 

        企画課長 浦 田 隆 治 

       地域振興課長 池 永 淳 一 

   交通政策課課長補佐 浦 本 雄 介 

      情報政策課長 椎 場 泰 三 

 知事公室 

       政策調整監 津 川 知 博 

   危機管理防災課長 井 藤 和 哉 

 健康福祉部 

    健康福祉政策課長 下 山   薫 

      首席審議員兼 

     高齢者支援課長 唐 戸 直 樹 

     子ども未来課長 久 原 美樹子

子ども家庭福祉課長 木 山 晋 介 

首席審議員兼 

障がい者支援課長 永 友 義 孝 

      医療政策課長 三 牧 芳 浩 

 環境生活部 

      首席審議員兼 

 男女参画・協働推進課長 真 田 由紀子 

       環境政策課 

政策調整審議員 枝 國 智 子 

審議員兼 

環境保全課課長補佐 廣 畑 昌 章 

循環社会推進課課長補佐 村 岡 俊 彦 

 商工観光労働部 

      総括審議員兼 

政策審議監兼 

商工政策課長 藤 井 一 恵   

商工振興金融課長 阪 本 清 貴 

労働雇用創生課長 岡 村 郷 司 

産業支援課長 大 下   慶 
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企業立地課長 深 川 元 樹 

観光物産課長 上 田 哲 也 

首席審議員兼 

国際課長 波 村 多 門 

 農林水産部 

      首席審議員兼 

農林水産政策課長 渡 邉 泰 浩 

農産園芸課長 下 田 安 幸 

  農地・担い手支援課長 楮 本 亮 治 

      林業振興課長 入 口 政 明 

        審議員兼 

   水産振興課課長補佐 渡 辺 裕 倫 

 土木部 

監理課長 野 﨑 真 司 

土木技術管理課長 勝 又 成 也 

 教育委員会 

      教育政策課長 上 塚 恭 司

学校人事課長 磯 谷 重 和 

      高校教育課長 那 須 髙 久 

   ――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

   政務調査課主幹   福 田 孔 明 

   政務調査課主幹   竹 田 丈 夫 

――――――――――――――― 

  午前９時59分開議 

○増永慎一郎委員長 おはようございます。

ただいまから、第３回地域対策特別委員会を

開催いたします。 

 なお、本委員会に２名の傍聴の申し込みが

あっておりますので、これを認めることとい

たします。 

 まず、前回の委員会後に執行部関係部課職

員に追加がありました。紹介につきまして

は、お手元の関係部課職員名のとおりかえさ

せていただきます。 

 それでは、お手元に配付の委員会次第に従

い、付託調査事件を審議させていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

 議題１、地方創生に資する産業人材確保に

関する件、議題２、行政サービスの維持向上

に関する件について、一括して執行部から説

明を受け、その後質疑を受けたいと思いま

す。 

 なお、委員会の運営を効率的に行いたいと

考えておりますので、説明につきましては、

着座にて簡潔にお願いいたします。 

 では、資料に沿って執行部から説明をお願

いいたします。 

 

○浦田企画課長 企画課でございます。 

 特別委員会説明資料をお願いいたします。 

 付託案件、地方創生に資する産業人材確保

に関する件についてでございます。 

 今回の委員会では、業種別の状況につきま

して御審議いただくこととなっております。 

 まず、企画課から、審議の基本情報となり

ます産業分類別就業者数の状況等につきまし

て御説明申し上げます。 

 １ページをお願いいたします。 

 2015年の本県の就業者数の状況です。約83

万4,000人となっております。 

 産業分類別に見ますと、医療・福祉が最も

多く、続いて、卸売業・小売業、製造業の順

となっております。また、男女別に見ます

と、就業者数の多い順に、男性は、製造業、

卸売業・小売業、建設業、女性は、医療・福

祉、卸売業・小売業、製造業となっておりま

す。 

 続きまして、２ページをお願いいたしま

す。 

 ２ページ、３ページは、産業分類別就業者

数を産業ごとに年齢別の状況をグラフ化した

ものでございます。上段に、10年前の2005年

国勢調査の就業者総数を100とし、2015年国

勢調査と比較しております。 

 まず、２ページは、農業・林業をはじめ、

どの分野におきましても、10年間で就業者総

数が減少しております。中でも、漁業、農

業・林業、卸売業・小売業の３業種は、いず

れも大きく減少しております。また、農業・
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林業を除いた３つの産業では、39歳以下の若

い就業者が減少しております。一方で、卸売

業・小売業、製造業では、60歳以上の就業者

が増加しております。 

 おめくりいただき、３ページをお願いいた

します。 

 宿泊業・飲食サービス業、それと医療・福

祉では、10年間で就業者総数が増加してお

り、特に医療・福祉の伸びが大きなものとな

っております。また、このページの産業は、

全て60歳以上の就業者が増加している状況で

す。 

 続きまして、４ページをお願いいたしま

す。 

 ４ページは、職業別の有効求人倍率等につ

いて、直近の７月の状況を示したものです。 

 ６月の委員会では、３月の状況を御説明申

し上げましたが、専門的・技術的職業やサー

ビス、建設・採掘などが相変わらず高い傾向

にあります。また、３倍を超えておりました

サービスが2.97倍に、建設・採掘が2.99倍と

なり、一番下の福祉関連職業合計も、前回の

2.80倍から2.72倍となるなど、わずかながら

落ちつきを見せております。 

 次の５ページから15ページにかけまして

は、業種別の状況を関係各課から御説明申し

上げます。 

 なお、前回の委員会におきまして、髙野委

員から、どの業界にどのような職種が何人不

足しているのかという御指摘を踏まえまし

て、今回、これまでのアンケート調査や国の

推計、業界からの聞き取り等を行いまして、

その状況などを各業種の現状と課題の部分に

記載させていただいておりますことを申し添

えます。 

 企画課の説明は以上でございます。 

 

○渡邉農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 農林水産業におけます人材確保の状況等に

ついて御説明申し上げます。 

 まず、５ページが農業分野でございます。 

 上段の現状と課題にありますとおり、本県

の販売農家数は減少傾向、また、高齢化も進

展しているところでございます。また、認定

農業者の約45％が、後継者を確保できていな

いとのアンケート結果もございます。 

 熊本地震を契機に、労働力不足が顕在化し

ておりまして、５年後には基幹的農業従事者

及び雇用就農者が約3,000人不足するという

全国推計に基づく県試算もございます。 

 これに対しますこれまでの主な取り組みと

いたしまして、農業高校、農業大学校、社会

人等を対象に、多様な就農形態に対応した研

修や新規就農者への初期投資の負担軽減と啓

発、教育から定着まで、ステージごとに切れ

目のない支援を行うとともに、くまもと農業

経営塾やくまもと農業アカデミー、くまもと

農業経営相談所等によるレベルアップ支援も

行っているところでございます。 

 このような取り組みによりまして、右の欄

の主な成果にございますとおり、年間約500

名程度の新規就農者を確保しているところで

ございます。また、営農組織の法人化やＪ

Ａ、企業の農業参入等による担い手確保も進

めており、昨年度までの参入企業は177社、 

105組織が法人化されたところでございま

す。さらに、先月には、今年度からスタート

しました制度でございます特定技能外国人材

につきまして、ＪＡ熊本中央会が登録支援機

関として登録されたところでございます。 

 下段でございますが、今後とも、各種事業

によりまして、これらの取り組みを継続、充

実していくとともに、労働力を補完するため

のＩＣＴを活用したスマート農業の推進も図

ってまいります。 

 下のページは、林業でございます。 

 農業分野と同様、就業者人口の減少と高齢

化が進展しております。新規林業就業者の確

保のための研修や広報活動、林業経営体の育
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成強化に取り組んでいるところでございまし

て、年間80名程度の新規就業者を確保すると

ともに、３年間で20社を認定企業体として新

規認定したところでございます。 

 今年度、くまもと林業大学校を新たに開校

したところでございまして、今後は、これを

十分活用しながら、担い手の確保、育成に努

めるとともに、農業分野と同様、新技術を用

いたスマート林業を推進してまいります。 

 ７ページをお願いいたします。 

 水産業でございます。 

 農業、林業と同様、水産業におきまして

も、漁業就業者の人口の減少と高齢化が進展

しているところでございます。新規漁業就業

支援や研修、就業時の漁船や漁具の購入支援

等に取り組んでおりまして、新規就業者は増

加傾向でございます。 

 今後、引き続き、地元市町村や漁協とも連

携をいたしまして、新規就業者の受け入れ環

境の充実を図るとともに、マダイ養殖管理シ

ステム等のスマート養殖業の推進を図ってま

いります。 

 農林水産政策課からは以上でございます。 

 

○藤井総括審議員 商工政策課でございま

す。 

 商工観光労働部からは、商工業における人

材確保について、商業、サービス業、製造

業、宿泊分野に分けて御説明申し上げます。 

 ８ページをお願いします。 

 商業、サービス業の現状と課題ですが、職

種別の求人数と求人倍率の推移を、平成27年

度と平成30年度の月平均による比較で分析し

ております。右の表のとおりになっておりま

す。 

 小売店販売員、トラック運転手は、求人数

が増加し、求人倍率は上昇しています。ウエ

ーター等は、求職数、求人数とも減少してい

ますが、求人倍率は上昇しています。関係団

体の聞き取りでも、飲食業、小売業において

は、人手不足が慢性的になっており、トラッ

ク協会事業者の76％がドライバー不足、ま

た、新たな展開を図るための顕在化していな

い人材不足、事業承継診断では、約３割強が

後継者がいないと回答されております。 

 これまでの主な取り組みといたしまして

は、１、商工業団体等支援機関と連携した事

業承継に関する各種支援、２、トラック協会

への補助を通じた免許取得費用の一部助成や

人材確保のためのセミナーの開催などを行っ

ており、これまでの主な成果は、右の欄のと

おりでございます。 

 今年度も、引き続き同様の取り組みを進め

ております。今後の方向性としましても、国

や各種支援機関、特に、今年度設置した特任

経営指導員などと連携した事業承継支援の推

進、トラック協会への補助事業を通じた人材

確保策の実施に取り組みたいと考えておりま

す。 

 ９ページをお願いいたします。 

 製造業の現状と課題ですが、製造工程の職

業の求人数と求人倍率は上昇しています。工

業連合会等への聞き取りでは、電子、半導

体、自動車等の製造業は、昨年12月以降、中

国向け需要の後退などから、仕事の減少や先

送りで求人数は減少傾向だが、今後も人手不

足は続くと思われる、食品等の製造業では、

工場等のパート従業員の人材確保に苦慮して

いるなどの声がありました。また、アンケー

トでは、約７割が、人材確保、人材育成、生

産性向上が経営課題と回答されました。 

 これまでの主な取り組みといたしまして

は、１、人材確保、育成では、プロフェッシ

ョナル人材の確保支援や工業連合会と連携し

た企業と地元高校等とのマッチング支援な

ど、２、生産性向上では、設備、システム等

への投資促進補助などを行っており、その成

果は下のとおりです。 

 右の欄、今年度の取り組みでは、これまで

の取り組みに加え、新たに５の県内企業によ
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る社員寮の確保やインターンシップ受け入れ

を支援することとしております。 

 今後の方向性としましても、人材確保、育

成対策と生産性向上等投資促進による効率化

の両輪で取り組むことが重要と考えておりま

す。生産性向上により、若者にとって魅力的

な仕事をふやし、採用のミスマッチ等の解消

を目指してまいります。また、今後人材不足

の拡大が懸念されておりますデジタル人材の

育成、確保のため、企業や地元大学などと連

携した教育環境の整備が必要と考えておりま

す。 

 10ページをお願いいたします。 

 宿泊分野の現状と課題ですが、旅館、ホテ

ル等は、求職者が減少し、求人数が増加して

おり、求人倍率は倍近くに上昇しています。

聞き取りでは、雇用情勢が悪かった数年前ま

では、宿泊業が雇用の受け皿となっていた

が、近年は人手不足感が出てきた、拘束時間

が長いなど労働条件が厳しく、離職率が高く

なっているなどの声がございました。 

 これまでの主な取り組みといたしまして

は、働きやすい職場づくりに向けて、経営者

を対象とした働き方改革等セミナーや雇用マ

ッチング会による雇用創出事業、２、主要宿

泊施設39社を対象とした外国人労働者雇用状

況調査を実施しており、１の雇用創出事業の

成果は、右上段の欄のとおりです。 

 なお、右中段の欄のとおり、民間において

も、人手不足をカバーするため、泊食分離や

自動チェックインの導入などの取り組みが進

められております。 

 今年度は、雇用創出事業のほか、各地域の

現状把握のため、地元事業者との意見交換会

を開催しております。 

 今後の方向性としましても、引き続き同様

の事業に取り組んでまいります。 

 外国人材の受け入れにつきましては、在留

資格の施行による影響や本県における雇用状

況、ニーズ等について注視してまいります。 

 説明は以上です。よろしくお願いいたしま

す。 

 

○下山健康福祉政策課長 健康福祉部でござ

います。 

 健康福祉部は、医療、介護、福祉分野にお

けます現状と課題、取り組みについて御説明

をいたします。 

 資料の11ページをお願いいたします。 

 まず、①の介護職ですが、現状として、２

つ目の黒丸、求人数に対して求職者が少な

い、また、他分野に比べて離職率が高く、職

員の定着が課題であるという現状がございま

す。関係団体からは、欠員が出た際に補充に

時間を要する、即戦力が確保しにくいなどの

意見があっております。 

 介護人材の確保に関するこれまでの主な取

り組みとしましては、多様な人材の参入促

進、職員の定着促進、処遇改善の３つの観点

から取り組んでまいりました。資格取得への

助成や修学資金の貸し付け、介護ロボットの

導入支援、事業所における処遇改善加算取得

の支援などに取り組んできております。 

 これまでの主な成果でございますが、本県

の介護職員の離職率は、平成27年の17.4％か

ら、平成30年度には15.9％と改善をしており

まして、人材の定着に一定の成果が見られて

おります。また、ことし４月１日現在で、約

91％の事業所が処遇改善加算を取得し、介護

職員の賃金改善につながっております。 

 今年度の主な取り組みとしまして、新規及

び拡充事業を１から７まで記載しておりま

す。 

 １の入門的研修の実施や、３の留学生の受

け入れ支援、７の国の事業を活用しましたパ

イロット事業などに取り組んでまいります。 

 今後の方向性ですが、引き続き多様な人材

の参入を促すとともに、職員の離職防止、定

着を図る取り組みを進めること、また、人材

不足の状況でも介護の質の維持、向上を可能
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とする介護現場のマネジメントモデルの構築

が必要であると考えております。 

 続きまして、資料の12ページをお願いいた

します。 

 ②の保育士でございます。 

 県内保育所では、基準上必要な保育士数は

確保されている状況ですが、入所児童数は年

々増加しており、関係団体からは、保育士確

保に苦慮しているとの意見があっておりま

す。有効求人倍率も、全職種平均を上回って

いる状況です。 

 保育士の確保につきましては、これまで、

新規保育士の確保、現任保育士の離職防止、

潜在保育士の再就職支援の３つの柱立てで取

り組んでまいりました。 

 具体的には、修学資金の貸し付けや保育補

助者の雇い上げ費用の助成、就職準備金の貸

し付け等を実施しております。 

 これまでの主な成果ですが、グラフでお示

ししておりますとおり、県内の保育士数は年

々増加しており、２つ目の黒丸の待機児童数

は、ピークであった平成26年と比較して、こ

とし４月時点で500人減っている状況です。 

 今年度も引き続き、保育補助者等の雇い上

げ費用の助成や再就職支援コーディネーター

の配置、修学資金等の貸付原資の助成などに

取り組んでまいります。 

 今後の方向性としましては、これまでの取

り組みをさらに強化するとともに、人材の確

保先として県外も含めた取り組みが必要と考

えております。 

 最後に、資料の13ページをお願いいたしま

す。 

 ③の地域医療を担う医師、看護師について

でございます。 

 現在、県内の医師の約６割が熊本市に集中

しており、特にへき地等の医療機関で医師不

足が深刻な状況となっております。また、看

護職員も、その半数が熊本市に集中してお

り、医師と同様に、へき地やまた被災地域の

医療機関などで職員が不足しているという状

況でございます。 

 これまで、医師確保に関しましては、自治

医科大学卒の医師や修学資金の貸与を受けた

熊大卒業の医師の派遣、ドクターバンクによ

る地域の医療機関への就業あっせんなどを実

施してきております。また、看護職員に関し

ても、修学資金の貸与や無料職業紹介事業の

実施などに取り組んでおります。 

 主な成果といたしまして、自治医科大卒医

師を地域の医療機関へ毎年13人程度派遣して

おりまして、義務年限終了後の県内就業率

も、直近の10年間で見ますと、約８割まで上

昇しております。看護学生の県内就業率につ

いても上昇の傾向にございます。 

 今年度の主な取り組みでございますが、地

域の拠点病院の機能強化を図り、拠点病院か

らへき地診療所等に医師を派遣する仕組みを

構築することとしております。また､看護職

員については、引き続き、県内外の看護学生

に対する修学資金の貸与等により、へき地等

への就業促進を図ってまいります。 

 今後の方向性としましては、医師の勤務環

境の改善や専門医資格を取得しやすい環境の

整備等に向け、さらなる取り組みの推進が必

要であり、また、看護職員の確保について

も、勤務環境の整備やキャリアアップ支援な

どが必要であると考えております。 

 健康福祉部関係は以上でございます。 

 

○野﨑監理課長 土木部でございます。 

 建設業の担い手確保について御説明申し上

げます。 

 ページ数は、14ページでございます。 

 まず、現状と課題でございます。 

 第３次建設産業振興プランの策定の際、建

設業者に対するアンケート調査を平成30年８

月に実施いたしました。 

 その中で、右の円グラフでございますが、

経営上の問題として、技術者、技能者の不足
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を掲げた企業が約45％を占めておりました。

さらに、業態の違う土木一式、それと建築を

分けて、突っ込んだ質問をいたしました。そ

の際見えてきた課題といたしましては、直接

雇用する技術者以外、それ以上に技能者に対

する不足感というのが色濃く出ておりまし

た。特に建築業において、それが色濃く出て

おります。 

 次に、現状と課題の最後の丸ですが、今年

度、国交省が、今後５年間で不足する人材と

いうことで、３万人から５万人の人材が不足

するという試算をしております。同様の試算

方法で、本県において試算をいたしましたと

ころ、今後５年間、約400人から550人の人材

不足が出るというふうに試算をされました。 

 そういった状況を踏まえまして、今年度、

これまでの取り組みといたしまして、平成28

年度から平成30年度までの取り組みでござい

ますが、まずは、これまで３Ｋと言われたイ

メージのアップ、これが大事と、急務という

ことで、人材の確保、育成におきましては、

小学生、中学生、それと、特に高校生に特化

したイメージアップ戦略を展開いたしており

ます。 

 具体的には、建設企業魅力発見フェア、こ

れは、高校生に特化したガイダンスみたいな

感じで開催をいたしますが、こういったも

の、あるいは、高校生の資格取得の助成、そ

ういったものを集中的に建設業協会と連携し

て取り組みを進めております。 

 また、企業が行う従業者の労働環境の改善

につきましても、補助をして、労働環境の整

備を努めております。具体的には、空調服、

トイレ、そして女子の更衣室、こういったも

のに助成しております。 

 さらに、技能労働者の不足というのを前提

に、新たに若年者を正規雇用し、当該雇用し

た者を職業訓練施設で技能者として育成する

場合、補助を実施しておりまして、国の助成

と合わせますと、賃金の約２分の１の助成と

いう実績になります。 

 それから、こういった労働環境を安定させ

るためには、企業の経営環境が安定しなけれ

ばいけないということで、公共事業の安定的

な確保、それから発注見通しの公表、債務負

担等による発注の平準化等について取り組ん

できております。 

 真ん中右側のこれまでの成果でございます

が、４カ年戦略でＫＰＩと掲げております、

新卒者、中高生の建設産業の就業者数でござ

いますが、順調に右肩で上がっておりまし

て、平成28年、156人、平成29年、171人、平

成30年は、191人となっております。 

 今年度の主な取り組みでございますが、こ

れまでの取り組みに加え、新たに、週休２日

試行工事の導入等につきまして力を入れてや

っていきたいと思います。 

 新担い手３法、成立いたしましたので、順

次施行されていくことになります。これにつ

きまして、担い手確保に資する建設産業の働

き方改革を取り組んでいきたいというふうに

考えております。 

 今後の方向性でございますが、これまでの

取り組みを踏まえて、第３次熊本県建設産業

振興プランに基づきまして、人材の確保、育

成、生産性の向上、地域力の強化を柱とした

施策に取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

 

○浦本交通政策課長補佐 交通政策課でござ

います。 

 15ページをお願いいたします。 

 交通分野についてでございますが、人材不

足が深刻な路線バスの状況について御説明い

たします。 

 まず、現状と課題でございます。 

 県内の路線バス事業者５社の平成30年度末

の運転士数は約900人でございまして、定員

数に対して約50人不足している状況でござい

ます。不足分につきましては、時間外労働や
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休日出勤により対応しておりますが、労務環

境は厳しい状況でございますので、特に、昨

年以降、運転士不足、運転手の労務環境改善

を理由としたバス路線の廃止、減便等が進行

しております。 

 これまでの主な取り組みでございますが、

路線バスの運行に係る財政支援をはじめ、バ

ス路線網の再編、効率化の検討、運転士不足

の状況に係る事業者ヒアリング等に取り組ん

でおります。また、バス事業者自身におきま

しても、大型二種免許取得費の助成でありま

すとか、賃金をはじめとした待遇面の改善等

の取り組みを行われているところでございま

す。 

 これまでの主な成果及び今年度の主な取り

組みといたしましては、ことし３月に、県、

熊本市、バス事業者５社で、熊本におけるバ

ス交通のあり方検討会を発足したところでご

ざいます。事業者の枠を超えた効率的な運行

体制等の検討を行っており、その中でも、運

転士確保計画について、あわせて検討を進め

ているというところでございます。 

 最後に、今後の方向性でございますが、バ

スサービスの縮小に直結する運転士の減少

は、路線バス事業における喫緊の課題でござ

いまして、早急な対応が必要ということでご

ざいます。 

 運転士の確保に向けましては、給与水準の

向上でありますとか、労務環境の改善等が必

要でございます。しかし、各バス事業者と

も、経営状況が厳しい状況でございますの

で、事業者と行政が連携して、バス路線網や

運行体制の効率化も含めまして、バス事業者

のあり方を検討していくこととしておりま

す。 

 交通政策課は以上でございます。 

 

○岡村労働雇用創生課長 労働雇用創生課で

す。 

 外国人の就労拡大について御説明いたしま

す。 

 説明資料16ページをお願いいたします。 

 在留資格や本県における外国人労働者の現

状、特定技能制度などについて、現状と現在

の制度、取り組みを中心に御説明させていた

だきます。 

 次の17ページをお願いいたします。 

 まず、在留資格についてですが、外国人の

方が入国する際は、目的に応じた在留資格の

取得が必要となり、それぞれ在留資格によっ

て就労の可否が決められております。 

 ここでは、就労に係るものを中心に記載し

ており、その種類として、上から順番に、専

門的・技術的分野の在留資格、特定活動、技

能実習、資格外活動、身分に基づく在留資

格、特定技能と、大きく６つに分けて整理し

ております。 

 ３番目の技能実習が、開発途上国への技術

等の移転を目的とした、いわゆる技能実習生

に係る在留資格となります。 

 ６番目の特定技能は、本年４月から運用が

開始された新たな在留資格で、詳細は後ほど

説明させていただきます。 

 続いて、18ページをお願いいたします。 

 本県における外国人労働者の現状ですが、

平成30年10月末現在で、１万155人、増加率

としては、全国トップとなっております。国

籍別ではベトナム、在留資格別では技能実習

が最も多くなっております。 

 下の表１、国別、在留資格別の外国人労働

者数は、１万155人を、国籍、在留資格別で

整理した表となります。 

 次に、19ページをお願いいたします。 

 上の表２、在留資格別、産業別の外国人労

働者数は、在留資格と従事している産業で整

理したものです。上から３番目、技能実習の

約半数は農業、３分の１が製造業、次いで建

設業という順になっております。 

 下の表３、在留資格別、外国人労働者数の

推移は、熊本県計の欄では、平成25年から平
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成30年の５年間で３倍近くに増加していると

いうことがわかります。 

 次に、20ページをお願いいたします。 

 特定技能制度について御説明いたします。 

 特定技能には、大きく１号と２号の２種類

がございます。 

 左側の特定技能１号ですが、14の特定産業

分野に従事する外国人向けの在留資格とされ

ています。対象分野は、真ん中あたりの四角

囲み内に記載しておりますが、介護、ビルク

リーニング、素形材産業などの14分野とされ

ております。在留期間は、通算で５年間の上

限が設定されており、家族の帯同は認められ

ておりません。また、資格取得に当たって

は、技能や日本語能力の水準を試験で確認す

ることとされております。 

 特定技能２号は、14の特定産業分野のう

ち、建設、造船・舶用工業の２分野のみが対

象となっております。特定技能２号について

は、技能試験等の詳細が未定でもあり、当

面、受け入れの見込みはありません。 

 下の四角囲みの特定技能の運用状況です

が、詳細が公表されている６月末時点では、

全国で20名、７月末の速報値で96名の特定技

能での受け入れ状況となっております。 

 次の21ページをお願いいたします。 

 本県の外国人労働者の大部分を占める技能

実習について、国、県、市町村など、各機関

の役割を整理しております。 

 外国人技能実習生の受け入れは、主に左

側、海外の送り出し国の送り出し機関と、真

ん中上に記載しています国内の監理団体が担

っています。技能実習の実施や実習生に対す

る生活支援、日本語教育などは、真ん中あた

りに点線で囲んで記載しておりますが、実習

実施者として実際に受け入れる受け入れ企業

や団体が担うこととなります。これらの監理

団体や受け入れ企業に対する指導監督など、

技能実習制度全体の管理監督を担っているの

が、右上の外国人技能実習機構となります。

また、技能実習生には、労働関係法令が適用

されることから、労働局において、受け入れ

企業に対して、労働関係法令に基づく指導監

督を行っております。 

 県としては、一番下の外国人材受入支援セ

ンターやサポートセンターで、受け入れ企業

や外国人住民に対する相談対応、また受け入

れ企業が実施する日本語教育等に対する支援

など、受け入れ環境の整備を支援していると

ころです。 

 なお、新たな在留資格である特定技能制度

においても、県の役割は技能実習制度と同様

となります。 

 次の22ページをお願いいたします。 

 最後に、本県における取り組み状況につい

て御説明します。 

 昨年８月に、庁内関係課で構成する熊本県

外国人労働者の拡大に関する連絡会議を設置

し、外国人労働者の増加に伴う課題等の整

理、共有、対応策の検討などを実施しており

ます。 

 この連絡会議を通じて、本県の基本方針と

して、四角囲みの右側に記載しております

が、外国人材にも選ばれる熊本を目指すとと

もに、外国人労働者と受け入れ企業の双方に

とって、ウイン・ウインの関係を構築するこ

ととしております。 

 また、これらの方針に基づく各部局におけ

る各種取り組みについて、働く場と生活の場

の２つに整理したものを下段に記載しており

ます。 

 外国人の就労拡大についての説明は以上で

す。 

 続きまして、前回特別委員会で坂田委員か

ら御指摘のありました最低賃金について、説

明資料の別冊としてお配りしております資料

をもとに御説明させていただきます。本議会

でも代表質問をいただいております。ありが

とうございます。 

 それでは、表紙をめくっていただき、１ペ
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ージ、最低賃金の決定の手順についてごらん

ください。 

 最低賃金の決定に当たっては、中央最低賃

金審議会が引上額の目安を示し、それを参考

に、都道府県労働局が設置する地方最低賃金

審議会が調査審議、答申を行い、都道府県労

働局長が決定することになっております。 

 ２ページに、今年度の引上額の目安を表に

しております。 

 このように、中央最低賃金審議会は、引上

額の目安を示すに当たって、都道府県をＡ、

Ｂ、Ｃ、Ｄにランク分けしております。 

 参考までに、都道府県名の横に括弧書き

で、各ランクごとのことしの最高額、最低額

を記載しております。最高額は、東京都で、

1,013円、最低額は、Ｄランクの福島県を除

く15県で、790円となっております。 

 ３ページをお願いいたします。 

 このランク分けは、各都道府県の経済実態

を示す指標、全19指標をもとにしており、主

なものは、県民所得や消費支出に関する指

標、給与に関する指標、業種ごとの付加価値

額に関する指標となっています。 

 ４ページには、参考までに、東京を100と

した九州各県の指数を順にまとめておりま

す。本県は、指数69.0で、全国38位、Ｄラン

クの中では９位となっております。 

 ５ページをお願いいたします。 

 参考までに、最低賃金審議会での意見を、

報道からの資料ですが、記載しております。 

 中央最低賃金審議会で、労働者側は、健康

で文化的な最低限度の生活を営むに足る水準

として充分とは言えないという意見でした。

使用者側は、中小企業の先行きに対する不安

は根強く、既に支払い余力は非常に厳しい状

況にあるといった意見で、目安額について

は、意見の一致をみるに至らず、公益代表の

学識委員の提案という形で答申があっており

ます。 

 ６ページは、熊本地方最低賃金審議会にお

ける意見で、労働者側は、都市部との格差を

縮めるには、目安額の26円では不十分、プラ

ス３円増を主張しております。使用者側は、

これ以上の最低賃金アップは、中小零細企業

の経営を破綻させかねないとの意見で、最後

は多数決で決められております。 

 ７ページをお願いいたします。 

 ことし６月に、政府により発表された経済

財政運営の方針いわゆる骨太の方針におい

て、(3)所得向上策の推進の中で､最低賃金の

引き上げについては、中小企業・小規模事業

者が賃上げしやすい環境整備に積極的に取り

組むとされております。 

 ８ページに記載しておりますように、中小

企業・小規模事業所の支援策として、現在、

業務改善助成金や税額控除の制度がありま

す。県としても、このような制度をＰＲし、

各企業が活用されることで賃金引き上げを支

援していければと考えているところです。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

○清田市町村課長 市町村課でございます。 

 特別委員会の説明資料をお願いいたしま

す。 

 行政サービスの維持向上につきまして、本

日の委員会では、昨年度末に実施しましたア

ンケートの概要と国の地方制度調査会の中間

報告について御説明させていただきます。 

 資料は、23ページからでございます。 

 まず、市町村行政サービス維持向上に係る

アンケートの概要につきまして御説明いたし

ます。 

 23ページの１、趣旨にありますように、県

では、市町村における行政サービスの維持向

上に向けて、将来において想定される課題や

それらに対する考え方等につきまして、県内

全市町村を対象にアンケート調査を実施いた

しました。 

 調査内容は、行政サービス20の分野につき
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まして、将来を想定し各分野において考えら

れる課題、課題に対応するため有効と考えら

れる方策、方策を進める上での国や県への要

望等でございます。調査対象は、資料記載の

20分野でございます。 

 市町村回答の概要でございますが、県内全

45市町村から回答を得まして、全ての市町村

が、本格的な人口減少、少子高齢化社会の到

来に危機感を有しているとのことでした。ま

た、多くの市町村が、共通する課題としまし

て、職員不足や財源不足による行政サービス

の低下、民間や地域の人材不足による地域活

力の低下と回答をしております。 

 24ページをお願いいたします。 

 アンケート結果の概要でございます。 

 始めに、市町村が優先的に取り組むべき課

題がある分野として、回答が多かった結果に

ついて御紹介をさせていただきます。 

 ごらんのように、優先的に取り組むべき課

題がある分野として回答が多かったのは、土

木インフラ分野、農林水産振興分野、商工・

観光振興分野、高齢者福祉・介護分野、子ど

も・子育て分野などでございます。 

 次の25ページ、各分野に共通する主な課題

をお願いいたします。 

 先ほど20分野を調査対象としたと申し上げ

ましたけれども、その中で、各市町村、各分

野において、さまざまな課題が想定されるこ

とが表れており、共通する主な課題としまし

ては、職員不足による行政サービスの低下、

民間・地域の人材不足による地域活力の低

下、財源不足による行政サービスの低下が挙

げられております。 

 この25ページ以降で、各分野に共通する主

な課題について御紹介をさせていただきま

す。 

 まず、(1)職員不足による影響が懸念され

る分野として一番多かったのが、25ページの

グラフのやや右側にありますが、職員採用へ

の影響、職員の負担増です。また、それ以外

にも、左から２番目の戸籍・住基台帳等窓口

業務の住民分野、左から４番目の障がい福祉

の福祉分野、グラフ真ん中ほどの道路等イン

フラや学校施設の整備、点検等の土木インフ

ラ分野、教育分野において、職員不足による

影響が懸念されております。 

 26ページをお願いいたします。 

 次に、(2)民間・地域の人材不足による影

響が懸念される分野として、グラフ左側の消

防団員の減少等の防災・危機管理分野のほ

か、その少し右の空き家の増加・老朽化等の

集落・コミュニティ分野や医療提供体制の維

持等の医療・保健分野、グラフ右寄りの職員

採用への影響等の総務事務分野、グラフほぼ

中央の農業担い手の減少等の農林水産振興分

野などの分野において、民間・地域の人材不

足による影響が懸念されております。 

 27ページをお願いいたします。 

 次に、(3)財源不足による影響が懸念され

る分野として、グラフの中央からやや右側の

道路や上下水道施設の整備、維持管理に伴う

土木インフラ分野や上下水道分野のほか、グ

ラフ左寄りの介護給付費増加に伴う高齢者福

祉・介護分野、自治体負担の増加に伴う交通

分野、グラフ右寄りの社会教育施設の維持、

更新に伴う教育分野などの分野において、財

源不足による影響が懸念されております。 

 28ページをお願いいたします。 

 分野別の主な課題でございます。 

 各分野において市町村から回答が多かった

主な課題を、それぞれ１つ記載しておりま

す。 

 29ページをお願いいたします。 

 29ページから35ページは、分野別の課題

と、それを回答した市町村数でございます。 

 例えば、１、防災危機管理分野の③では、

課題として、消防団員の減少及び自主防災組

織の弱体化による地域防災力の低下と回答し

た市町村が41市町村あったということでござ

います。 
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 時間の関係もありますので、それ以降の個

々の分野に係る紹介は割愛させていただきま

す。 

 以上のような内容が、市町村アンケートの

結果の概要でございますが、現在、市町村か

ら寄せられた課題を県庁内の各部局で共有し

まして、これらの課題に何ができるかを検討

しているところでございます。今後、市町村

の意向も踏まえ、県としても積極的に取り組

んでいくこととしております。 

 続きまして、36ページをお願いいたしま

す。 

 36ページ以降で、第32次地方制度調査会の

中間報告の概要について御説明いたします。 

 前回のこの委員会で報告させていただきま

したが、現在、国の地方制度調査会におい

て、2040年頃から逆算し、顕在化する諸課題

に対応する観点からの地方行政体制のあり方

について、調査、審議が行われており、去る

７月３日に中間報告が取りまとめられたとこ

ろでございます。 

 36ページをお願いいたします。 

 中間報告の概要①としまして、第１、一番

上の段になりますけれども、2040年頃にかけ

て顕在化する変化、課題というものが紹介さ

れております。 

 左側の箱の中にありますとおり、人口構造

の変化・課題としまして、人口減少が深刻化

し、高齢者人口がピークを迎える2040年頃に

かけて、さまざまな変化、課題が生じること

が見込まれております。 

 この中間報告では、こうした変化・課題

を、①人口構造の変化・課題、②インフラ、

空間に関する変化・課題、③技術・社会等の

変化・課題の３つの面で整理されているとこ

ろです。 

 左上の人口構造の変化・課題では、高齢者

人口が増加する一方、生産年齢人口及び年少

人口は減少し、人手不足が全国的に深刻化す

ることなどが指摘されております。 

 その下のインフラ、空間に関する変化・課

題では、インフラの老朽化や維持管理、更新

費用の増大が指摘されております。 

 その右側にあります箱の中で、技術・社会

等の変化・課題では、課題といいますか、変

化をいろいろ指摘されておりまして、技術の

進展、ライフコースや価値観の変化、多様

化、災害リスクの高まりなどが指摘されてい

るところです。 

 以上のような変化や課題の関係性から、そ

の下の青い枠に記載のとおり、2040年頃にか

けての人口構造の変化が、サービスの需要と

供給の両面に大きく影響を与え、サービスの

持続可能性に影響を及ぼす、東京一極集中が

課題の深刻さを増幅させ、大規模災害時の大

きなリスクとなり、地域社会の持続可能性へ

の脅威となるとされております。 

 他方で、その右側になりますけれども、右

側の枠にありますように、新たな技術の進展

やライフコースや価値観の変化、多様化によ

り、課題の現れ方が変わる可能性があるとさ

れているところです。 

 そして、一番下の枠の中では、変化・課題

の現れ方は、地域ごとに大きく異なるとし

て、変化・課題の現れ方を見通し、未来像か

ら逆算して、長期的な視点で必要な対応を選

択することが重要とされ、地域の未来予測の

作成の必要性が示されているところです。 

 最後の37ページをお願いいたします。 

 地制調の中間報告の概要②、2040年頃にか

けて求められる視点・方策でございます。 

 これは、前のページで紹介いたしました、

2040年頃にかけて顕在化する変化や課題に対

して、現行の社会システムでは対応できない

おそれがあるとして、新たに社会システムを

変化に適応したものへとデザインし直す好機

というふうにされております。 

 また、地方公共団体が、新たな技術を基盤

として、多様な主体と連携し合うネットワー

ク型社会を構築し、多様な主体が、地域や組
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織の枠を超えて、連携、役割分担をするべき

とされているところです。 

 そのために、具体的には、真ん中ほどに記

載されていますように、ひと、インフラ・空

間、技術の３つの観点において、それぞれの

視点と方策が整理されております。 

 これらの多くの方策の中で、特に赤い太い

線でグルーピングされておりますが、ひとと

インフラ・空間との視点に共通する地域の枠

を超えた連携の方策を広域連携とされており

まして、同様に、組織の枠を超えた連携を公

共私の連携に整理されているところです。 

 また、技術につきましては、このイラスト

の中でも、ひと、インフラ・空間の欄の下に

記載されておりますように、ひと、インフ

ラ・空間の視点と方策を講じていく基盤とな

るものとして、行政のデジタル化に整理され

ているところです。 

 地方制度調査会では、そのページの一番下

の部分に記載されておりますように、今後、

地域や組織の枠を超えた連携、技術を生かし

た対応等の方策を講じていくために求められ

る地方行政体制のあり方について、来年夏の

答申に向け、さらに、調査、審議を続けてい

くこととされております。 

 市町村課の説明は以上です。 

 

○増永慎一郎委員長 以上で執行部からの説

明が終わりましたので、質疑に入りたいと思

います。 

 まず、地方創生に資する産業人材確保に関

する件について、質疑はございませんか。 

 

○池田和貴委員 すみません。非常にまとめ

ていただいて、わかりやすくなったというふ

うに思います。ただ、産業分類別の就業者数

の状況とか、これはもともと検討するデータ

がすごく大事だと思うんですが、残念だけ

ど、これは2015年ということで、少し時間が

過ぎてるのかなというふうに思うところがあ

って、その中で、これは地方創生のときに、

一つの目玉としてきたＲＥＳＡＳの情報をも

とにしたいわゆるデータというのが今回出て

きてないんですよね。 

 ＲＥＳＡＳというのは、地方創生本部及び

経済産業省が提供している産業構造や人口動

態、人の流れ等に関する官民のいわゆるビッ

グデータを集約し、可視化を試みるシステム

ですと書いてあって、この辺を活用すると、

もう少し今の現在に近いようなデータって出

るんじゃないかなと思うんですけれども、も

ともとの現在のやっぱり直近のデータをもと

に、やっぱりしていくことも必要じゃないか

なと思うんですけれども、このＲＥＳＡＳと

いうのは、そういうのに活用できないのか

な。だけん、ちょっとその辺を誰に聞いたら

いいのかわからないんですけれども、聞かせ

ていただければと思うんですけど。 

 

○浦田企画課長 企画課でございます。 

 ＲＥＳＡＳの普及については、企画課中心

でやらせていただいていますので、私の方か

らお答えさせていただきますけれども、今

回、そこのデータについては、国勢調査とい

う時系列でわかるようなものということで示

させていただいて、直近のデータがどんな形

であるかというところまで、目を通していま

せんでした。申しわけありませんでした。 

 今の池田先生の御指摘を踏まえて、なるべ

く直近のデータが使えるようなものを探し

て、今後お示ししたいと思っています。 

 

○池田和貴委員 私自身も、そのＲＥＳＡＳ

って、そんなに詳しいわけじゃないんですけ

れども、やはりもともと議論する土台のデー

タというのは、なるべく現状に即したものが

必要な場合には、そういうのをやっぱりとる

努力をしなきゃいけないと思いますし、最後

のSociety5.0とかＩｏＴを使って、いわゆる

行政の効率化とかそういうのを図っていこう
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としたときには、そういうのをうまく活用し

ながらやっていくことが必要だと思いますの

で、ぜひそういったものをうまく活用しなが

ら、特に広域自治体である県のほうは、市町

村も含めて、どうすれば効率的に広域的な運

営に資するかという意味でも検討していく必

要があるのではないかと思いますので、ぜひ

よろしくお願いします。また、私にもいろん

なことがあったら教えてください。 

 

○城下広作委員 全く想定外で、今池田先生

が言われたから、これは今関連して。 

 例えば、働き方改革が実行されて、そうす

ると、相当また各企業とかいろんなところの

雇用体系が変わって、今まではよかったけ

ど、残業ができないから、またさらに人が足

らなくなるとか、そういうことが出るから、

その変化というのは結構あるんだろうかなと

思うけど、それはどうなんですか。 

 

○岡村労働雇用創生課長 労働雇用創生課で

す。 

 働き方改革の中身の一つとして、確かに、

時短、時間外の短縮というのもありますの

で、その部分、どこでカバーしてするのかと

いうところもありますので、そこは人手をふ

やすか、あるいは、今いらっしゃる社員の方

の能力を上げて、職業訓練などで能力を上げ

て、生産性を向上するとか、ＩＣＴとかロボ

ットを活用して、人手によらないような工法

で生産性を上げるとか、そんな形でカバーす

るしかないのかなと思っていますので、その

中の一つとして、やっぱり人手でカバーしな

きゃいけない部分も広がるのかなと思ってお

ります。 

 

○城下広作委員 わかりました。それは、今

先ほどの話を聞いたから、そういうのをちょ

っと今思っていただけで、ちょっと聞きたい

のは別の部分で、農業と林業と水産業の分

で、例えば、農業の人手不足、水産業、林業

の人手不足、その大もとになってくるのは、

やっぱりそこの家族の継承というか、農業の

方が息子さんに農業を継いでもらいたい、そ

うするときに一番の目安となるのが、ぜひ農

業のことを頑張ってもらいたいので、農業高

校とか、農業大学とか、林業の場合は、林業

高校とか、林業科とか、水産は水産科とか

と、そういうところに、親としては継がせた

いならそういう学校に行かせると思うんです

けれども、実際に、こういう農業科、林業

科、水産科という県立高校の今の入試といい

ますか、希望状況というのは、大体どういう

感じなんですか。どっか順番で、農、林、水

でいいです。 

 

○那須高校教育課長 農業関係のほうで、今

林業が話題になっておりますので、林業に関

係する学科を設置している学校が５校ござい

ます。そこに在籍している生徒が176人でご

ざいます。そういうような状況でございま

す。 

 

○増永慎一郎委員長 高校でしょう。高校全

部でしょう。 

 

○城下広作委員 高校全部ですよ。 

 

○那須高校教育課長 続けて、水産は、苓洋

高校、天草拓心高校にマリン校舎がございま

すので、そこに生徒が１学科のみでございま

す。40人程度でございます。 

 それから、農業全体の県立の農業高校に分

類される、そこに通っている生徒は、大体１

学年が930人から1,000人弱ぐらいですので、

３学年として3,000人ぐらいが農業高校に今

在籍しているというふうな状況でございま

す。 

 

○城下広作委員 それで、この学科に行った
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子供さんたちは全部、就職したらそこに行か

ないですよね。半分ぐらいは全く関係ないと

ころに行って、半分とか、データによっては

半分以下とか３分の１が、例えば水産高校に

行っても、40人だったら実際に水産に関係し

ているのは10人とか10何人ぐらい、たしかそ

ういうデータだと思いますよ。農業が今 

3,000人というけど、3,000人が全部農業には

ほとんどついてませんよね。農業高校に行っ

てるけど、実際は全然違うところに行って、

農業には従事していないんですよ。多分細か

く調べればわかると思うけど。 

 だから、こういう学校に行っても、その分

野に勤めるというか継がないから、結局、こ

の学校も何の役割をしているのかなというよ

うなのが非常に課題だと思うんですよ。極端

に言うと、親も学校へ行かせるけど、別に家

業はもう継がなくてもいいという前提でやっ

ている。人材育成とか農家が農業を守るとい

うことを、既にそこからもう意識が薄くなっ

ているから、これでずっと人材育成とか農業

を守るとか人材確保というのは、これは難し

いというふうに思うんですよ。 

 まず、ここから何らかのやっぱり手を打

つ、ＰＲをする、そして逆に人材確保する、

そうしないと強い農家の継承というのはなか

なか難しいんじゃない。リターンして農業を

やるようなことをやったって、それは、素人

が途中で、サラリーマン経験者が、あと農業

を頑張りましょうと言ったって、これはなか

なか農業のプロになるには時間もかかるし、

土地もお金も提供してやってくださいという

ような話の政策ばかりやってるけど、それで

本当に強い農業になるのかなというような感

じ。 

 だから、結果的に外国人を入れて農業を補

充していくという感じだけど、根本から人づ

くりとなると、教育の分野からやっていかな

いと、なかなか難しいんじゃないかと思うけ

ど、これは、農、林、水、特に林業なんてい

うのは、なかなか今は林業を継ぐような人な

んていうのはいないでしょうから、この辺の

ことを、抜本的な考え方をどういうふうな方

向で思っているか確認したいと思って。 

 

○楮本農地・担い手支援課長 農地・担い手

支援課でございます。 

 先生がおっしゃるとおり、非常に今厳しい

状況でございますが、基本的に農業高校から

農業大学校ございますので、農業大学校に進

学されて就農されるというのが、一番即戦力

として力になるのかなというふうに思ってお

ります。 

 農業高校につきましては、先ほど３学科で

3,000人ということでございましたが、農業

生産関係学科に限れば絞られると思いますけ

れども、そのうちの農業高校から直接就農さ

れる方々、今年度は24名でございました。進

学、それから研修を受けて、農大も含めてで

すけれども、そういう方々は87名でございま

す。 

 農業大学校につきましても、農家外からの

生徒さんが４割から５割ということでござい

まして、非常に、即戦力の就農者を育てると

いう意味では厳しい状況でございます。現

在、農業高校での取組みとして、教育委員会

とも連携しておりますけれども、要は、優秀

な農業法人の方々がいらっしゃいますので、

そういう方々の元での農業研修を行っていま

す。また、農業大学校と共同でプロジェクト

を実施しており、そういう関係で農業大学校

へ進学してくるという生徒も中には出てきて

おります。 

 もう一つ、両親の方々の意識改革の必要性

ということでございますが、今年度から、中

学生を対象に、農業体験や農業高校への体験

学習に取り組んできているところでございま

す。そういった流れの中で、本当に先生がお

っしゃるような即戦力となるような就農者を

育てていきたいというふうに思っているとこ
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ろでございます。 

 

○城下広作委員 農家の方は農地を持ってる

から、条件的には、まず一番いいんですよ。

そこの子供さんたちが、そのまま継ぐという

ことは、自分の家庭の状況もわかり、一番効

率がいい部分だけど、なかなか、全く違う部

分から農業をやるというのは、これは難しい

現状と、農地を持ってない方々がやると難し

い。だから、事業継承という意味では、農家

の子供さんたちが逆に言えば魅力を感じて、

そして、親も子供もその意思の中で一緒に育

んでいくという環境が一番確率としては高い

かなと思うから、このことをしっかりやっぱ

りやっていくと。 

 建築の分野は、皆さんの力もあって、結

構、今若い人たちが建築の技術を学ぼうと

か、女性たちが建築の分野へと、だから数字

的には少しずつ増えてますもんね。だけど、

農林水産に関しては、余り、学生に対しての

ＰＲもちょっと弱いから、なかなかその継承

がないし、親御さんも、もう大変厳しいから

農業はもう継がせない。そこで、自分たちで

切ってしまうから、農業の後継者がいないと

いう話を言ったって、これはあべこべの話に

なってて、継がせるとか継いでいこうという

意識が欠落すれば、なかなかこれは難しい。

だんだんだんだん先細りするというふうに思

いますので、どこかこれはしっかり手を打た

なきゃいけないなというふうに思います。 

 それと、最後ですけれども、農業大学も、

たしか私が……。 

 

○増永慎一郎委員長 また質問ですか。 

 

○城下広作委員 質問です。過去の分を調べ

たら、たしか農業大学ですら半分も農業に関

係するようなところにはついてないですもん

ね。これもちょっと問題だなというふうに思

いますので、この辺もあわせて。 

 

○楮本農地・担い手支援課長 農地・担い手

支援課でございます。 

 先生、２つだけ説明させていただきたいと

思いますけれども、１点が、経営継承の件で

ございます。 

 確かに、経営の資産、技術等を持っておら

れる農家の子弟が継承していくというのが、

最もいい形かなというふうに思っております

けれども、逆に、最近では、非農家の方々で

も研修をしっかり受けて就農をしたいという

方がふえております。そこのグラフにもござ

いますけれども、黄色の部分で、年間140名

から50名程度は、そういう方がいらっしゃる

ということでございますが、実は、後継者が

いないというようなことも、現状と課題の中

では45％もいるというようなことでございま

して、こういう方々の経営をきちっと継承で

きるような仕組みづくりができないかなとい

うふうな検討もしているところでございま

す。 

 実際に、昨年度から、経営相談所というも

のができまして、そこでは第三者への経営継

承を目指して法人化をされたというような事

例もございます。そういった部分をふやして

いきたいなというのが１つでございますし、

農業大学校の就農率でございますけれども、

最近は、若干増加傾向にございまして、７割

近くの就農率というふうになっているところ

でございます。 

 

○城下広作委員 わかりました。頑張ってく

ださい。 

 

○坂田孝志委員 農業関連でよかですか。 

 今の農業の就農のことで、就農支援金てあ

りますですね。うなずかんな。なかつか。新

規就農者に対する支援金があるでしょう。

(｢はい、ございます」と呼ぶ者あり)それ

で、親元就農の場合な、これは後からできた
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よね。親元はだめだと。大体おかしいよ、早

くつけりゃいいのに。できたけど、その後継

する人が違う作物をしなきゃならない。だめ

だと。イグサやってたら、イグサはだめと。

施設園芸とか、ほかのものをしなさいと。そ

んなのが何のためのもの――ちょっと確認。

そうでしょう、なってるんでしょう。 

 

○楮本農地・担い手支援課長 農地・担い手

でございます。 

 はい、そのとおりでございます。 

 

○坂田孝志委員 そのとおりでいいと思うか

ね。何のための後継者育成か。親元就農っ

て、イグサやったらイグサだろう。まあ頑張

って、ある程度熟練してきて、施設園芸す

る、露地野菜やるのはいいけど、自分のとこ

ろの親を後継するのに、それで大体新規就農

と認めない、新規就農支援金の対象としな

い、そこが間違いなんだよ。何がそこで後継

者育成なの。全然違うじゃないか。どう思い

ますか、そういうのは。国の制度であれば、

県としてもっとそういう制度は改めるべきだ

と言うべき。今度は、それをぐっと絞っとる

でしょう、予算も。違いますかね。国全体の

予算、圧縮してないか。 

 

○楮本農地・担い手支援課長 農地・担い手

でございます。 

 先生おっしゃるとおりでございます。現

在、給付金を活用しているのが、年間800名

ほどおりますけれども、非常に、農家子弟に

ついては、厳しい条件でございまして、先生

おっしゃるとおりでございます。毎年、国の

ほうには、そういったものは撤廃するように

ということで要望しているところでございま

すけれども、なかなか変わってないというの

が現状でございます。ただ、給付金の事業が

できましてから、年間200名から250名で新規

就農者が推移してたんですけれども、それ以

降は300名程度が確保できているということ

で、新規就農にとっては非常に効果が出てき

とるんじゃないかなというふうに思っている

ところでございます。 

 

○坂田孝志委員 何か聞くと、新規就農者に

リスクを負わせなきゃならないと。親のやっ

てる作物をするなら、そんなに大きなリスク

じゃないから、ほかのをと。どういうことか

ね、それは。ある意味リスクを背負って仕事

をするんですよ。近年の豪雨災害もあれば台

風もある。いろんなリスクがありますよ。そ

ういう中でお父さん、お母さん、力を合わせ

てやっていかなきゃならない。後継者育成と

いう大看板を抱えているのに、農林水産政策

課長、国からおいでですが、それは強力に言

わんといかんですよ。後継者育成になってい

ません。後継者育成、就農支援、その制度を

改めてもっと就農しやすいような仕組み・制

度と、その拡充、強く要望いたしたいと思い

ます。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか。 

 

○入口林業振興課長 林業振興課でございま

す。 

 林業も、なかなか即戦力となる人材がいな

いものですから、この４月から林業大学校を

開校いたしました。その中で、今17名勉強し

てもらっていますけれども、１年間、座学を

50日、現場で実習150日ということで、卒業

した暁には県内で就職していただくというこ

とになっております。また定員が20名ですの

で､これに向けて今後取り組んでまいりたい

と考えております｡ 

 以上でございます。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか。 

 

○池田和貴委員 すみません。13ページ、医
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療、介護、福祉分野における人材確保のこと

でちょっと聞きたいんですが、現状と課題

も、ここに書いてあるようになっております

が、地域によってもちょっと違うと思うんで

すね。 

 その中で、いわゆる天草のようなへき地の

看護師さんの場合には、医師会が運営をして

いる准看護師さんの育成機関があって、准看

学校があって、天草市が運営している正看護

師さんの学校があります。これは、天草にそ

ういう学校があるので、地元で就職する人、

また、なかなか、看護学校に通いたくても時

間的に余裕がなくて、地元にあるから通える

人、そういう人たちがいて、いわゆる地域で

そういう職業の資格を得て、働く人たちが循

環をしていくようなシステムがあるんです

が、今、特に准看学校とかは医師会のほうが

やられているんですけれども、学校を支える

医師会自体のやっぱり数も減っていくし、財

源厳しくなっていきますし、そうすると、や

っぱり事業内容もいろいろ大変なことになっ

てくると思うんですね。 

 こういったものがなくなってしまうと、例

えば、地元で子供を産みながら看護師をした

いとか思う人たちが、天草の場合だと、やっ

ぱり人材をここで育成できなくなるような現

状が地域にはあるんですけれども、そういっ

た面から見て、この人材確保におけるところ

で、そういう地域がほかにはないのか。もし

かしたら、そういったものも、この人材確保

のためには、いわゆる支援をしながら、各地

域ごとで職業の資格が取れて、そこで働いて

いくような仕組みという面からは、もう考え

てなきゃいけないんじゃないかと思うんです

けれども、その辺は考察してあるのかなと思

ってお尋ねをしたいと思います。 

 

○三牧医療政策課長 医療政策課でございま

す。 

 ただいま池田委員がおっしゃったように、

天草には准看護学校がございます。准看護師

というのは、熊本県においても、看護師の中

でも貴重な人材であり、その県内就職率とい

うのは、９割近くになっております。非常に

貴重な戦力になっております。 

 一方で、准看護学校の募集の定員に対する

ことなんですけれども、若干減っておりまし

て、県としましても、運営費に対する助成金

を出しております。これは、確かに天草に限

ったことではなくて、県内の地方部の看護学

校、これは准看護師だけじゃなくて通常の正

看護師もそうですけれども、若干問題がある

というか、地方によっては県外に流出すると

いうようなケースも出ており、結局地元に残

らず、他県、例えば福岡とか東京、そういっ

たところに出るケースもございます。 

 当方としましては、各看護学校をずっと定

期的に回りまして県内定着をお願いするとと

もに、一方では、関東のほうから熊本に戻っ

てくるケース、看護師さんが戻ってくるケー

スもございますから、そういった方について

の受け入れも対応しているところでございま

す。 

 以上です。 

 

○池田和貴委員 ありがとうございました。 

 やっぱり准看護学校で、地元で通えて、資

格が取れて、また地元で働いていく、また、

いろんな家庭的な環境だとかいろんな自分の

周りの環境で、そうせざるを得ない人たちの

受け皿として非常に重要だし、その人たちは

多分地元に残っていく、すごく重要な機関な

ので、ぜひ、これが継続できるように、いろ

んな知恵を絞っていただきたいというふうに

思います。 

 要望です。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにございません

か。 
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○池永幸生委員 ３ページですけれども、状

況を載せてあります。2005年、2015年、多

分、この年代のときには、今言われている働

き方改革がまだ言われてないころの国調では

なかろうかなと思います。 

 今、紹介のほうでもいろんな説明がありま

した。まずは、働き方のこの県としての周知

の方法、やっておられるのか。もちろんやっ

ておられると思いますけれども、多分末端ま

で行ってないのではなかろうかなと思ってお

ります。 

 それと、この働き方改革を導入することに

よって、事業承継を諦める方たちもふえるの

ではなかろうかなと。この雇用の状況が、か

なり動向が変わるのではなかろうかなと懸念

するところですけれども、どのような見解を

持っておられるか、尋ねたいと思います。 

 

○岡村労働雇用創生課長 労働雇用創生課で

す。 

 働き方改革の動きに対して、本県での取り

組みということで御説明いたします。 

 まず、働き方改革関連法というのが制定さ

れておりますので、その法の内容についての

説明会というのを、企業の事業主であったり

人事労務担当者を対象にした、そういう説明

会をやって、周知ということで図っておりま

す。 

 それから、個別に企業に対してアドバイザ

ーを派遣して、例えば、企業ごとに実際入り

込んで、働き方改革のためにはこういう取り

組みはいかがですかとか、そういう紹介をし

ながら導入をしてもらうというような、そう

いう取り組みもやっております。 

 今年度は、その成果を取りまとめた事例集

というのを作成する予定としておりますの

で、この優良事例をもとにした周知というの

を、引き続きまた図っていこうかなと思って

いるところです。 

 あとは、公益代表だったり、労働者側、使

用者側の団体で構成している熊本地方の協議

会、働き方推進の協議会というのがあります

ので、そこで関係者で共通認識を持って一体

となって取り組んでいくと、意識を醸成して

いくと、そういったような取り組みも今現在

行っているところです。 

 以上でございます。 

 

○池永幸生委員 各企業には、労務士さんと

いう方たちが入っておられると思うんです

ね。社会保険労務士。そういった方たちの利

用というのはできますか。そういう方たち

を、また働き方改革の周知に手伝ってもらう

とか、そういった形はできないんですか。 

 

○岡村労働雇用創生課長 労働雇用創生課で

す。 

 各企業では、社会保険労務士さんに、それ

ぞれ企業として、顧問労務士さんというか、

契約をしてされているところもあります。そ

うでないところは、実は、アドバイザー等を

県のほうで派遣すると申し上げましたけれど

も、それは主に社会保険労務士さんを派遣し

ているというところで、社会保険労務士会と

いう全体の団体もありますので、そういった

ところと連携してやっているというようなと

ころです。 

 

○増永慎一郎委員長 いいですか。ほかにご

ざいませんか。 

 

○ 田大造委員 外国人も聞いていいんです

かね。18ページをお願いしていいですか。 

 ２点ありまして、全国で、前年同期比で、

増加率が熊本県トップということなんです

が、このトップになってる理由を教えてくだ

さい。 

 あと、18ページのインドネシアの方が今結

構ふえているんだなということで、御承知の

とおり、イスラム教でして、ハラールという
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豚肉を食べない習慣が、恐らくイスラム教の

人はみんな守っていると思うんですけれど

も、人吉市で、ハラールの取り組みというの

が、全国的にも九州ではすごい進んでいるか

なと思うんですが、県レベルで、そういう取

り組みを率先してやるとか、そういうことが

あり得るのか教えてください。 

 

○岡村労働雇用創生課長 労働雇用創生課で

す。 

 まず、１点目の全国トップの増加率の理由

ということでございましたが、もともと本県

の母数が全国的に見て多くなかったというと

ころもあるのかなと思うんですけれども、主

に、やっぱり農業関係での受け入れがふえて

きているというところが、その理由かと考え

ております。 

 もう一点のハラールのほうでございますけ

れども、インドネシアは、おっしゃるとお

り、ハラールの国ということで、食事あたり

がいろいろ注意をしなきゃいけないというと

ころなんですけれども、ここは各個別の受け

入れ企業のほうで、その辺は監理団体のほう

のアドバイスであったりというのを受けなが

らやっておられるのかなと思っております。 

 県全体での取り組みということについて

は、ちょっと私のほうでは把握ができており

ませんので、申しわけございません。 

 

○波村国際課長 国際課でございます。 

 ハラールについては、委員御指摘のとお

り、人吉で非常に盛り上がりまして、４～５

年前だったと思うんですけれども、熊本県内

に動きが広まろうとしたんですけれども、ち

ょっとその後停滞しておりまして、熊大の近

くのハラール専門の料理店とかではやってら

っしゃいますけれども、なかなか県全体で広

がっているというのは、今のところとどまっ

ている状況でございます。 

 

○ 田大造委員 あと１点、特定技能の外国

人の方が本格的に熊本に入ってくるのは、あ

と何年後とか予想されてるんですか。その辺

を教えてください。 

 

○岡村労働雇用創生課長 特定技能制度につ

いては、ことしの４月から制度自体が始まっ

ておりますけれども、今のところ、先ほど申

し上げたように、６月末、７月末では、まだ

100名弱が資格取得というところです。た

だ、今年度の４月以降、４、５、６、７～８

月もそうですけれども、秋以降も、実際、こ

の特定技能の資格を得るための試験が、もう

順次行われてきておりますので、今後着実に

増加していくということで国のほうでは捉え

ておられるところです。 

 ただ、実際、この外国人労働者だというこ

とで、決して安い労働力ということにはなら

ないということになりますので、むしろ、寮

とかの整備とか、そういう確保とか、そうい

った面も費用的にはかかりますので、コスト

の面でちょっと様子を見ていらっしゃる企業

が今のところ多いのかなという話もございま

した。 

 以上でございます。 

 

○ 田大造委員 了解です。 

 

○藤川隆夫委員 今、外国人材の話が、ここ

で始まっておりますので、私のほうも、その

件を少し聞かせていただきたいんですけれど

も、実は、多くの企業の方々が、外国人材を

受け入れるに当たって、実は監理団体と接触

をし入れているという状況があろうかと思い

ます。 

 全国に、現在監理団体がどの程度あるのか

というのと、熊本に監理団体というのがある

のかというのをちょっと教えていただければ

と思います。 
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○岡村労働雇用創生課長 労働雇用創生課で

す。 

 まず、監理団体についてですが、全国で、

約2,600機関ございます。本県の中にも監理

団体がございます。ちょっと正確な数字は今

出てきませんけれども、数十件以上はあると

思っております。すみません。後でまたちょ

っとわかり次第お答えします。 

 

○藤川隆夫委員 実は、この受け入れ企業が

監理団体と接触する中において、さまざまな

問題も出てきている。お金の面を含めて、１

人入れるに当たって、幾らかのお金は払わな

いと入れられないというような状況もあるの

で、その監理団体との折衝の中で、さまざま

な問題が恐らくこれからも出てくると思うん

ですけれども、その部分に関して、県が今相

談対応しているということになってますけれ

ども、そのようなトラブルとかなんか、そう

いう事象というのは、今までもありますか。

教えてください。 

 

○岡村労働雇用創生課長 労働雇用創生課で

す。 

 先ほどはすみません。本県の監理団体の数

ですけれども、今現在40数件、40数団体ござ

います。 

 それから、監理団体におけるトラブルの状

況ということでございましたけれども、中小

企業中央会のほうに委託して、監理団体であ

ったり、外国人実習生等を受け入れる企業の

ための相談窓口というのを設置しております

けれども、そちらで寄せられている相談とい

うのは、実際、今のところは、外国人材を受

け入れるにはどんな手続が必要ですかとか、

主に入り口のところの相談が多いという状況

です。 

 具体的な問題事案であったり課題であった

りというところについては、直接的には、ま

だちょっと聞いておらないところですけれど

も、ただ、今月の上旬に、熊本労働局が主催

した外国人材の雇用促進のセミナー、県庁の

地下大会議室でありましたけれども、県のほ

うも共催という形でしておりますけれども、

そこは、県警であったり、外国人技能実習機

構であったり、労働局であったり、県のほう

も税務課であったり、それぞれ企業さん向け

に300人以上の参加でしたけれども、説明会

をしておりますけれども、そこの中で、県警

のほうからの説明にもありましたが、やっぱ

り技能実習生だけではありませんけれども、

不法滞在あたりの事案も、本県の中で発生し

ているというような御説明もありましたの

で、実際、そういう事案はあっているのかな

とは思っているところですけれども。 

 

○藤川隆夫委員 今ので大体県の今の状況と

いうのはわかりました。ただ、これから、や

っぱりいろんな形で、トラブルを含めてさま

ざまな事案が出てくるというふうに思いま

す。そのときに、やっぱり県も、ある意味介

入をして、調整、対応していかなきゃいけな

い部分も出てくるというふうに思いますの

で、そこはちゃんとやっていただきたいと思

います。 

 また、この監理団体が、天下り先になって

んじゃないかという話も実はありまして、そ

の部分はわかんないでしょう。 

 

○岡村労働雇用創生課長 労働雇用創生課で

す。 

 天下り先かどうかはわかりませんけれど

も、主に監理団体がどういうところがなって

るかというと、農業分野では、ＪＡさんがな

ってらっしゃるなど協同組合等が、また、特

定技能では行政書士事務所や人材派遣、人材

関係の会社がやってらっしゃるというような

ところがあると思います。 

 

○藤川隆夫委員 わかりました。実は、この
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2,600もあるということで、きちっと恐らく

チェックができてないんだろうというふうに

私は思っています。その中で、監理団体と受

け入れ先との問題も、これから、さっき言っ

たように出てくる可能性があるということ

で、ちょっと話をさせてもらったんですけれ

ども、実際に、熊本の企業の中に、東京の監

理団体とやりとりをしながら入れてる企業が

実はあるんですけれども、そういう場合に、

やっぱり１人当たり何十万かを払わないと入

れてくれないというような話とか、そんな話

も出てきてるもんで、その付近の話も、これ

からおそらくさまざまな問題出てくると思い

ますので、それは、ある意味、県も、少しさ

っき言ったようにかかわりを持って調整して

いくことが必要なんだろうなというふうに思

っておりますので、よろしくお願いします。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか。 

 

○岩田智子委員 ちょっともとに戻って、介

護とか保育とかの人材のところですね。 

 例えば、介護職員の離職率というのは、少

し改善しているというような成果があります

けれども、保育士のほうの離職率はどうなの

か、どのぐらいあるのかというのを教えてく

ださい。 

 

○久原子ども未来課長 子ども未来課でござ

います。 

 保育士の離職率ですけれども、現在の状況

として、数がきちんと把握できていない部分

もありますが、状況をお話しさせていただき

ます。 

 まず、アンケート調査を以前やっておりま

して、１年以内に離職をする比率が、大体10

％、それから、１年以上３年未満の間に離職

する人たちが20％、３年以上５年未満で20

％、５年未満で約半数が離職をするような形

となっております。 

 

○岩田智子委員 ありがとうございます。 

 介護とか保育の分野というのは、今からも

う本当に重要なことだと思って、介護の分野

は、外国人も今度から入るというようなとこ

ろにもなっていますけれども、最賃の話もあ

って、待遇とかお給料の安さというのが際立

っているのではないかなと思います。 

 ある無認可の保育園なんですけれども、そ

こで保育士が足らないということで、保育の

免許を持っていらっしゃる方がパートで働い

ていらっしゃって、時給お幾らぐらいなんで

すかと言ったら、もう本当に最低賃金だった

んですよ、子供を相手する保育士の方の賃金

が。それを聞いてちょっと驚いています。だ

から、離職率の高いのも当たり前なのかなと

か、介護の世界で働いていらっしゃった方も

結婚するならやめなきゃいけないとか、そう

いう話も聞きますので、この辺の人材という

のが、物すごくやっぱり大事にしなければい

けないと思うんですけれども、何か打開策と

いうか、給料を上げるためにはどうすればい

いんですかね。 

 

○久原子ども未来課長 子ども未来課でござ

います。 

 保育士の賃金月額ですが、全職種の平均と

比較しまして、大体５万円ほどの差があると

いうふうに試算がされております。待機児童

の関係もございまして、保育士の確保という

のは急務になっております。国のほうでも処

遇改善の制度を数年前からやっておりまし

て、キャリアアップの研修を積んだ者につい

て給与を上げるような仕組みをやっていると

ころで、徐々には上がってきております。成

果も出ておりますが、まだここ５年ぐらいの

制度で、それを確実にやっていきたいと思っ

ております。 

 

○岩田智子委員 ありがとうございます。 
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 最低賃金のこととも関係あって、何か熊本

よりもほかの県のほうが賃金が高いからとい

って、そこに流れたりするようなことも聞い

ていますし、最低賃金というのを、ここで行

政で決めるものではないので、何とも言えな

いんですけれども、経営の方々とかと労働者

の方が、20年後、2040年の未来の熊本県、ど

んなふうな熊本県にするのかというのを、や

っぱり具体的に話し合っていかなければいけ

ないんだなというふうに思っています。 

 だから、20年後ですよね、2040年というの

は。何か私も、こういう熊本県にしたいと

か、そういう具体的なものを持っていなきゃ

いけないなと思って、きょうの話を聞きまし

た。保育や介護の部門に関しても、徐々によ

くはなっているけれども、20年後を見通した

ときに、徐々でいいのかなというふうに考え

ています。 

 ありがとうございました。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか。 

 

○坂田孝志委員 今岩田委員がお聞きになら

れたからお尋ねするんじゃございませんが、

最低賃金について、丁寧な資料をつくってい

ただきましたので、少しだけお尋ねするなり

意見を述べさせていただきたいと思います

が、この最低賃金のＤランクに位置されると

ころですね。この別の資料で見てみました場

合、１人当たりの県民所得ですね。ワースト

テン、沖縄が一番。これは、皆さん方がちょ

っと新しいのをくれなかったから27年度の資

料ですが、216万6,000円から始まって、沖

縄、鳥取、宮崎、鹿児島、長崎、佐賀、秋

田、熊本が８番目。青森、奈良、軒並み県民

所得が低いわけですね。この最低賃金に比例

して、県民所得も低い。それと同時に、これ

らに類するところは、今度は税収が少ないが

ゆえに、財源不足といいますか、財政力が弱

い。0.4以下。熊本県もそうでしょう。今

日、財政課長は来てませんが。 

 私は、昨年議長をしておりましたときに、

全国の貧乏県の議長会の会長をしてました。

17県です。九州、四国、山陰、東北、このＤ

ランクのところ、軒並み比例して賃金が安

い。そうでしょう。所得が上がらぬ、収入が

上がらぬから、県民所得も低いですよ。そう

すると、税収も伸びぬですよ。ずっとこのま

まだったら、いつまでもこのランクですよ。

だから、せめて九州であれば、やっぱり福岡

を目指して、福岡だけぬきんでてますから。

ほかは、みんな最下位タイですよ。あるい

は、２位タイぐらい、それを上げる努力をし

なきゃならない。 

 そして、この最低賃金を決めるやり方は、

あくまでも中央集権的なやり方ですね。中央

政権が、ある程度目安を地方の上がる目安ま

で御丁寧に決めてくれて、要らぬ世話たいて

言おごたるばってんですね。地方創生とか、

地方分権とか認めてる中、もっと地方の自治

権を認めながら、そこで上げる、そのかわり

に労働者側は上げろだけど、経営者側はなる

べく抑えるですね、それは。当然、賃金、給

与は関係してきますから。その分をやっぱり

手当てしてやるんですよ。ここで、今国がや

っている手当ては、これは業務改善助成金ぐ

らいじゃ、これは甚だ――このくらいじゃだ

めですよ、やっぱり。もっと声を上げて、県

は、県の独自の政策を施すとか、何名か上げ

たから、その設備投資分の助成額を上げます

と、もっと充実した、拡充した、それをやり

ませんと、政府は1,000円以上を目指すとい

うことをうたっているわけですから、そのた

めに、そういう施策を相合わせながらやって

いくべきですよ。そうしませんと、やっぱり

県民が豊かになりませんよ。いつまでもそう

だ。だから、子供たちが中央や首都圏に給料

のいいところに出ていってしまうんですよ。

ここで踏みとどまって、それなりの収入を得

られる、それなりの暮らしが得られる、そう
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いうことをすることが、この地方創生、地方

のこの人口の定住化等につながるわけです。

あなたのところじゃなかろうばってんな、ど

う考えられますかね、今のことについては。 

 

○岡村労働雇用創生課長 労働雇用創生課で

す。 

 私がちょっと言える範囲での話になります

けれども、まず、委員おっしゃった中央集権

的な決め方というところでございますけれど

も、この制度自体が、昭和53年度から、おっ

しゃるように続いている制度で、５年ごとに

見直しが行われるということになっておるん

ですけれども、これに関しては、おっしゃる

ように地域間格差が拡大している要因という

ことにもなっておりますので、このランク制

度を廃止し、全国一律の最低賃金の実現とか

最低賃金の引き上げ、あわせて、中小・小規

模事業者の支援の強化ということを、全国知

事会を通じて、国のほうには継続して要望を

しているところです。 

 実際に、委員御懸念というか、おっしゃる

ように、やっぱり給料が高いところに新規学

卒者あたりは就職で行くというのは、やっぱ

り事実だと思っております。これはちょっと

個別に聞いたところではありますけれども、

熊本地方の最低賃金審議会での議論の中で

も、おっしゃるように、やっぱり九州ではど

んどん人をとられる県になっておりますの

で、そこをとどめるためにも、やっぱり福岡

を意識して、熊本県は少し上げないといけな

いんじゃないかという意見も出たやに聞いて

おります。 

 ただ、この最低賃金審議会を決めるに当た

っては、特に、九州各県が熊本の情報を意識

して、実態としては、もう熊本に合わせてき

ておられるというところで、そういうのもあ

りまして、昨年度は、たまたま鹿児島県が１

円追いつかずに、鹿児島が最下位で、残りが

２位グループというところだったんですけれ

ども、ことしは、鹿児島のほうも、もうそこ

はやっぱり特に意識して熊本に合わせてこら

れている面もあるのかなと思っております。 

 というのもありますので、それから、最

近、新聞報道でございますけれども、国のほ

うでも、省庁横断的に、こういう最低賃金の

アップについての支援策あたりを検討すると

いうようなことも出てきておるようですの

で、少しその辺も見ながら、悠長なことを言

ってる場合じゃないとはお𠮟りを受けますけ

れども、情報収集しながら取り組んでいきた

いと思っております。 

 

○坂田孝志委員 この前、労働基準監督署の

署長と会いましたけれども、今みたいな声は

大いに上げてくださいと言ってましたよ。周

り、あらゆる議会筋、行政筋、いろんなとこ

ろから。そういう声を引き上げながら――そ

して、同率か、一緒じゃだめだ。やっぱりぬ

きんでていかないと。それぐらいの気持ちで

いかないと、１円でも２円でもですたい。そ

のためには、また中小零細企業にはいろんな

支援策を施すと。両方相携えたやり方をやっ

ていきませんと、賃金だけ上がったら、これ

は困りますから、経営者はですね。 

 そういうのを、各部局またがる事柄でしょ

うけれども、ぜひ、熊本が豊かになるよう

に、財政力も0.4上回るように、前課長、0.4

以下だったですかね、うちは。貧乏県の県に

含まれとったでしょう。財政課はおらぬもん

だけんな。そういうことでありますから、ぜ

ひ、みんなで全庁挙げて、我々もそうですか

ら、あるいは、企業のそういう業界の方々と

手を携えて、やっぱり豊かな熊本をつくって

いきましょうよ。要望をいたしておきます。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかに質疑はありませ

んか。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり) 

○増永慎一郎委員長 なければ、次に、行政
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サービスの維持向上に関する件について、質

疑はございませんか。 

 

○松田三郎委員 ちょっと抽象的な質問にな

るかもしれませんが、総務部長にお答えいた

だきたい。 

 先ほど、清田課長の御説明を聞きながら、

非常に暗い気持ちになってきまして、別に責

めてるわけじゃなくて、事実、４月の県議選

でありますとか、あるいは、後半の市町村長

の選挙、議会の選挙、そして参議院選挙、い

ろいろな市町村のトップの方とか、役所、役

場の幹部にお会いすると、やっぱりどうして

も喫緊の課題は人口減少を何とかとどめたい

と。 

 これは、私の意見も一緒に言いますが、な

かなか、この熊本県内の一部の市町村を除い

ては、いろいろ頑張っておられるけれども、

なかなか、この人口減少に、言うほど歯どめ

はかからない。国も、地方創生等々いろいろ

バックアップはしていただいて、全国にはこ

ういう成功事例がありますよと、幾つか出て

きますけれども、別にそれ以外が努力しなか

ったというつもりはありませんが、なかな

か、このほかの限られた条件の中では、頑張

っても頑張ってもどうしても成果が出ないと

か出にくい自治体もあるわけですね。今やも

う私の選挙区をはじめ、郡部のほうは、もう

人口減少はしようがない、ただ、このスピー

ドを何とかこの鈍化させるぐらいしか手立て

はないんだろうというような話を現実的にな

さっているのが実態です。 

 そこで、資料にも幾つかありましたが、例

えば、県としてこれからやっぱりどうしても

知事の御発言にもありましたように、各自治

体がフルスペックで全て行政サービスを行え

るということは難しいだろうと。そうでない

自治体が出てきた場合に、もううちは立ち行

かないため隣と合併しようというところも出

てくるかもしれません。受け入れるほうも厳

しい自治体でしょうけれども。あるいは、地

制調が言うような圏域の話とか、あるいは広

域連携とか定住自立圏構想とか、はたまた垂

直・水平補完とか、そういう話も出てくるの

も当然だと思っております。 

 そこで、県としては、努力をしてない、あ

るいは努力したけれども成果が生まれない自

治体はしようがないですよ、そこは自分たち

で考えてくださいというような話なのか。も

しくは、やっぱりこの一部事務が重なるとこ

ろは、お互いの補完は必要だとしても、やは

りそこの町に生まれて町で死んでいきたいと

いう帰属意識を持ってる住民の方々の意思と

いうのは、そうそう軽視すべきではないと思

いますので、何らかの形で、最後、市町村課

長もおっしゃったように、県としてできるこ

とをしっかり考えて支援していこう。大体ど

ういうお考えなのかというのを前提として、

ちょっとお聞かせいただければ。 

 

○山本総務部長 総務部でございます。 

 今、松田委員から御指摘のあった話に関し

てですけれども、まず、人口減少をとどめた

いけれども、なかなか歯どめがかからなく

て、ただ、そのスピードを鈍化させていきた

いというような現実的な各現場のお話かと思

います。 

 前回の委員会の資料でも出させていただき

ましたけれども、人口予測が減少傾向にある

ということ、ほぼ多くの市町村で、県内、人

口減少傾向にあるということ、それから、そ

れを幾らか改善してやるというパターンも考

えているわけですけれども、それでもやはり

減ることがある程度前提になった数字を、具

体的、現実的には考えていくということかと

思います。 

 その中で、なかなかその人口減少自体は歯

どめはかからないというのは、ある意味しよ

うがない部分ではあるんですけれども、その

中でどうやって頑張っていくかということの
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中で、国全体でも、移住、定住というのも進

めてきましたけれども、やはりそれだけでも

現実的なところでないということで、例え

ば、関係人口というような新しい考え方もや

って、その地域に人が住んでいるわけではな

いんだけれども、そういった関係人口をふや

していくことによって、地域の活力を保って

いこうというような新たな発想というか、そ

ういった取り組みも出てきているのかなと思

っております。 

 その中で、人口が減っていきますけれど

も、今、先生がおっしゃったように、その町

で生まれて、町で過ごして、町で死んでいき

たいというか、最期を迎えたいというような

ところというのは、全国どこでもそうだと思

いますし、県単位にせよ､市町村単位にせ

よ、そういった住民の方、そういったところ

は大切にしていくべきだろうと、守っていく

べきだろうというのが前提かと思います。そ

の中で、そうした生活を支えるための行政サ

ービスというのは、当然存在しているわけで

ございまして、これも先生から御指摘あった

ように、フルスペックではなかなか難しくな

ってくる局面もあろうかなということでござ

います。 

 こういった議論は、ここもう20年ずっと続

いているわけでございますけれども、一つ

は、大きく合併というのを平成の10年代の中

ごろからやってまいりました。熊本県内も、

合併で市町村が半数以下ぐらいになっている

かと思います。45市町村でございますけれど

も、その中でさまざまな課題も出てきており

ます。 

 一つ大きく話がございますのは、全国町村

会からも出ている、市町村の意思といいます

か、そういったものもしっかり踏まえていか

なきゃいけない。特に、合併をしたところ

で、旧合併された側といいますか、合併で中

心になっていない市町村、元町村において

は、そこの合併後の市町村内での衰退がある

のではないかというような議論も、やはり合

併後10年20年経って出てきております。 

 そういったところで、現場の市町村の、ま

ず、意思であり、意向であり、その住民の方

々がどう考えているのかというのを前提にし

なければならないというのが大きな大前提か

と思います。 

 その上で、方法論としては幾つかあるかと

思っておりまして、圏域行政であるとか、横

の緩やかな連携、あるいは、定住自立圏のよ

うな中心市が周りを支えていくような連携、

それから、最後には県も入ったような広域連

合的な、県も横の立場で入っていくような広

域連合のようなあり方、それから垂直補完で

ございます。県がまさに支援をしていくとい

うような格好、いろいろな方法があるかと思

いますけれども、まずは市町村の御意向を前

提にしていくということでございます。 

 最後の垂直補完については、まだ全国的に

進んでいるわけではございませんけれども、

６月議会、それから、今議会の本会議の答弁

でも知事からさせていただいておりますよう

に、垂直支援についても、やはり県としても

きちんと取り組んでいかなきゃいけないなと

いうことは考えてございます。 

 具体的に、どの地域でどういった垂直支援

をしていくという具体的なものは出てきてい

るわけではございませんけれども、我々も今

アンケートもとらせていただいております

が、このアンケートに加えまして、地域振興

局、各地にございますので、地域振興局が、

やはりふだん現場で市町村とお付き合いさせ

ていただいています。その中で、こういった

具体の行政分野で、こういったことが県にで

きないだろうかというようなことが出てこよ

うかと思います。それは市町村からのお話も

そうですし、現場であります地域振興局のほ

うで具体的な提案をさせていただくこともあ

ろうかと思います。その中で、地域に応じた

形で進めていきたいというふうに考えており
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ます。それは、ひいては地域振興局のあり方

にも結びついてくるかと思いますけれども、

県のほうでも、柔軟に変化をしながら、地域

の意向を反映した、ただ、行政サービスは確

保できるような体制というのを考えていかな

ければいけないなというふうに思っておりま

す。 

 

○松田三郎委員 はい、わかりました。 

 例えば、多くのトップが言われるのは、あ

れもしたい、これもしたいと、あれすればこ

こまで行くかなと思うけれども、なかなかこ

の財源がない、地方創生の中でも、ちょっと

やっぱり、それは何でもいいというわけにい

かないでしょうから、ちょっと自由度が低

い、窮屈だというお話があります。 

 そこで、ちょっと不確かかもしれません

が、お隣の宮崎県が知事選のときに、知事

が、ざっくり言うと、基金を県でつくって、

非常に厳しい市町村、これを言いますと線引

きが難しいと思いますが、そこにかなり自由

度の高いお金を配るとは言いません、交付す

る、それでやってくださいというような目玉

の政策をつくられたと。そのまま本県に引っ

張ってくるというつもりはないですけれど

も、ある程度そういう何かの指標で、例え

ば、県内45市町村の中で2040年まで考えると

特に厳しいだろうと、５つなのか10なのかわ

かりませんけれども、そういうところには、

もう何でも使っていいですよというぐらい

の、ある意味、熊本県版地方交付税じゃあり

ませんが、いろいろなハードルもあろうかと

思いますが、そういったところの大胆なとい

いますか、これが必要な時期に来ているのか

なと思いますので、答弁は難しいかもしれま

せんが、ちょっと何かありましたら、例えば

そういった類いの政策事業について、御感想

なりありましたらお聞かせいただきたい。 

 

○山本総務部長 総務部でございます。 

 今、先生から御指摘がありました宮崎県の

施策の件については、すみません、現時点で

把握しておりませんので、これから私も勉強

させていただきたいと思っております。 

 その上で、宮崎県のような施策が本県にお

いてできるかどうかということは、考えさせ

ていただきたいと思いますけれども、一つ前

提にしなければいけないなと今お話を聞きな

がら思いましたのは、本県45市町村のうち31

が町村でございます。これは、全国で４番目

に多くなっています。北海道とか、長野と

か、そもそも市町村数が多いところと、その

次福島で本県ですけれども、そういう町村が

多いというのが、本県の非常に大きな一つの

特徴でございます。それは、地理的な特性も

ございますし、過去の経緯、いろいろなとこ

ろもあろうかと思うんですけれども、宮崎

県、助けるというか、基金を使える町村がど

のぐらいあるのかというのはあるんですけれ

ども、それを本県にそのまましてしまうと、

ほぼ全部になってしまうぐらいの勢いになっ

てしまうので、ちょっとそういったところは

踏まえながら考える必要があるのかなと、今

お話を聞いていて思ったところでございま

す。 

 以上です。 

 

○溝口幸治委員 関連して。部長から、それ

ぞれ答弁いただきましたけれども、要は、県

の存在意義というか、存在価値がどれだけ出

せるのかというのが大事だというふうに思い

ます。そういった意味では、今回アンケート

調査をとられたというのは、非常に良かった

と思いますし、非常に興味深く見させていた

だきました。 

 それぞれの振興局単位でも、それぞれ課題

が違いますので、よかったら、このアンケー

トをそれぞれの振興局ごとで整理していただ

くとか、もうちょっとこう我々にわかりやす

いように加工していただくとありがたいなと
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いうふうに思います。 

 それから、今回アンケートですから、この

アンケートに加えて、可能な限りで結構です

が、例えば、それぞれの市町村に県の職員さ

んが出向されてますので、出向から帰ったき

た人もいらっしゃいますので、やっぱり出向

してみてわかったことって多分あると思うん

ですね。本庁にいたらなかなかわからなかっ

たけど、行ってみたらわかった、部長なんか

は、国から来られたので、国にいたときの感

覚と現場はまた違うんだと思いますが、そう

いった情報もちょっとこう収集していただい

て、よりこれから先、市町村が抱える課題、

こういったものを整理していってほしいなと

いうふうに思います。これは、次までという

期限を切る必要はないと思うので、この委員

会で今後議論していく中でどんどんどんどん

精度が高まっていけばというふうに思いま

す。 

 来年が知事選挙ですね。知事選挙でどなた

が出るかというのも興味深いところですが、

私は投票率が非常に気になります。というの

が、知事選って、我々議員やってると経験が

あるんですけれども、なかなか、知事選挙の

お願いに行っても薄いんですよね。つまり、

住民からは遠いんですよね。県の行政という

のが遠いので、知事選で、何かこう県民が燃

え上がって、分かれて選挙するみたいな図式

にはならずに、意外と関係者が燃え上がって

選挙を終わっていくみたいな感じで、市町村

選挙と比べれば大分違った感じがします。 

 そういった意味では、来年の知事選挙に向

けて、県が果たすべき役割、この2040年、40

年のときに、何人この中で生きてるのか、私

も危ないぐらいだと思っていますけれども、

40年までじゃなくて、2030年はどうなのか、

あるいは我々の任期中のこの４年間どうなの

かというのを区切りながら、県の役割という

ものをやっぱりやっていくのが、我々議員の

仕事でもあるんだというふうに思います。 

 私を含め何人かの先生方は、市議会や町村

議会の経験もありますので、多分同じような

感覚になるんですけれども、市議会議員とか

やってるときには、県がもうちょっと頑張っ

てくれればとか、県が何をしているかわから

ないよねっていう感覚をやっぱり持つわけで

すね。県議会に来てみると、県の職員さん頑

張ってるなと思うんですが、それぐらいやっ

ぱりこう温度差が市町村ともありますので、

それを埋める作業というのが、このアンケー

トをもっとこう精度を高めていくというとこ

ろにつながっていくんだというふうに思いま

すが、最終的には、この県の存在意義をどれ

だけ出せるのか、それから、松田先生と先ほ

ど部長のやりとりでもあったように、市町村

の単位が、これから先、果たして我々が経験

したことのないような人口構成になっていく

中で、今のが維持できるかというのは、本当

にやっぱりよく考えていく時期だと思うんで

すね。我々が、そこに果敢に挑んでいかない

と、本当にこう2040年とかは悲惨な姿に熊本

県がなっていく。そのビジョンを共有しなが

らという岩田先生のお話があったとおり、我

々が、やっぱりその危機的な状況だという共

通認識を持ちながらそこをやっていかない

と、非常に厳しいんじゃないかと思います。 

 そういった意味では、増永委員長を中心

に、ここの委員会で、こういったものを、一

気には答えは出ませんので、しっかり議論を

していくことが大事だと思いますが、このア

ンケートの充実、方法について、今後どうい

うふうにやっていかれるのかを含めて。 

 

○山本総務部長 引き続き、総務部から御回

答させていただきたいと思います。 

 アンケートにつきましては、各市町村から

いただいておりますので、少しお時間をいた

だければ、地域ごとといいますか、圏域ごと

の整理がさせていただけるかと思います。ま

た、いつの時期に、どのようにお示しという
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か、させていただくというのは、御相談させ

ていただければと思いますけれども、これか

ら取り組んでまいりたいというふうに思って

おります。 

 ２点目、投票率については、いろいろ地道

な取り組みを県としてもやっております。市

町村にもお願いしてやらせていただいており

ます。即効性のある方法というのが、必ずし

もあるわけではないわけですけれども、今年

度末、日程は決まってませんけれども、今年

度末の知事選に向けても、投票率の向上に向

けての取り組みというのは、県、それから市

町村、選挙管理委員会とも協働しながらやっ

ていきたいというふうに思っております。 

 最後の市町村単位の話、松田先生ともお話

しさせていただいた話につきましては、まさ

に先生のおっしゃるとおりだと思っておりま

す。 

 これから、2040年に向けて、まさに国でも

議論されておりますし、県議会でも、６月議

会、９月議会でも出ましたように、まさに市

町村のあり方、県が何をしていくべきなのか

というのも議論が盛り上がってきている状況

だと思います。 

 こういった中にあって、市町村の意向も踏

まえながらというところはあるのですけれど

も、スピード感を持って、県からも、地域振

興局単位で、こういったことができるのじゃ

ないかというような提案もさせていただきた

いと思っておりますし、それに応じて地域振

興局の体制というのも考えていきたいなと思

っております。 

 地域振興局の体制という意味では、今、大

きくは、その広域本部のもとに地域振興局が

あって、ほぼほぼ、一部少し違いますけれど

も、同じような仕事を同じところでやってい

ただいています。こういったあり方も、必ず

しもそれにこだわる必要はないなと思ってお

りまして、ここの地域振興局はこれをやって

いて、ここの広域本部がこれをやっていくけ

れども、ほかのところでは違うやり方があっ

ていいはずなので、そこのところも柔軟に考

えていければなというふうに思っておりま

す。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか。 

 

○池田和貴委員 行政サービスの維持向上に

あって、先ほど、部長のお話にもあったよう

に、県がどう存在感を見せていくかというこ

と、これは先生方からの指摘もあったと思う

んですけれども、その中で、ちょっと今まで

の経緯からすると、地方分権というのをずっ

と叫ばれてきて、いろんな事務が都道府県か

ら市町村に移されました。でも、実際、そう

やってみると、人口は減っていく、職員は減

っていく、このアンケートにもあるように、

専門性のある職員さんがいらっしゃらなく

て、実際、事務を受けたときにはいたけれど

も、人事異動で、今度はその次の人を見つけ

なきゃいけなくなったとかっていう問題も実

はあるんじゃないかと思うんですよね。 

 で、その企業経営とかで考えると、いわゆ

る支店なんかを幾つか統合して、共通の部分

の経費を抑えて経営効率化していくというの

は、常套手段の一つだと思うんですけれど

も、今の地方分権というのは、そういう意味

では、どっちかというと、やっぱり手厚くな

る分コストが高くなってしまうという面もあ

ったと思うんですね。 

 そういう意味では、今おっしゃってる垂直

補完なのか、水平補完なのか、ありますけれ

ども、ある意味、市町村の皆さん方と、今ま

で全部下に落とすことだけを考えてきたけれ

ども、実際やってみて、こういうのを県がや

っぱり広域で担ってくれたほうが助かるなと

か、もしそういうのがあれば、知恵を絞って

やっていくことによって、もしかしたらいい

方法も出るのかなと思ったりもしてるんです

けれども、そういう議論というのはあまり出



第３回 熊本県議会 地域対策特別委員会会議記録（令和元年９月19日) 

 - 30 - 

てないんですか。今までの流れの中で、私は

そういうふうに思っているんですけれども、

間違ってるのかな。何かおかしいかな、行政

から見て。その辺ちょっと誰か答えてくれれ

ばと思うんですけれども。 

 

○清田市町村課長 今、先生がおっしゃった

ような声は、今までは、市町村に県の権限を

移譲して、住民に近いところでサービスを提

供したほうが住民サービスの向上につながる

という観点で取り組んできたところなんです

けれども、もうまさに御指摘のとおり、年間

数件しか例えば取り扱いがないと。その事務

取り扱いをするときには、改めてマニュアル

を見なきゃいけないとか確認しなきゃいけな

いということで、要は、なかなか効率的では

ないというような声も実際あるというふうに

聞いております。 

 そういう中で、ではもう県に戻しますとい

うところまで極端に進んでいるところは、今

のところないんですけれども、そのやり方と

して、先ほどからお話が出ているような広域

で対応するとか、あるいは、もうまさに県の

ほうに垂直でもう一回吸い上げるとかという

方法はあると思うんですけれども、その辺

は、その事務を市町村が今後どうしたいかと

いうお考えもあると思いますので、そういう

御意見を伺いながら対応を検討していきたい

と思います。 

 

○池田和貴委員 わかりました。そういう声

が、もしかしたらあるかと思うんですけれど

も、ただ、市町村からは、自らこれ返します

と言いづらいとかというのもあるんじゃない

かと思うんですね。ですから、皆さん方のほ

うで、本当にそういったもので今までやって

きた中でないかというのは問いかけをしても

らうことによって、広域的な話し合いの中

で、そういったものがまとまっていく可能性

もあるんじゃないというふうに思うので、ぜ

ひ、こういったところは、やっぱり広域自治

体である県の役割だというふうに思いますの

で。ただ、逆にそうすると、また県の職員さ

んたちの仕事がふえるという話にはなるのか

なとも思いますけれども、ぜひ頑張っていた

だきたいと思います。 

 

○ 田大造委員 25ページに関してなんです

が、２点ありましてね。職員不足による影響

が懸念されているというふうになっているん

ですが、実際に、県内の市町村で、本当に人

材不足というのが顕在化しているのかどう

か、懸念で済んでいるのかどうかですね。 

 あと１点が、宝塚市で、就職氷河期の人材

を対象に３名ほど募集したら1,800人を超え

る応募者があったと、すごいニュースになっ

てたんですけれども、人材不足が本当に県内

で起こっているんだったら、そういう対策も

熊本県でもどんどんやればいいと思っちゃう

んですが、その辺どうなんですか、教えてく

ださい。 

 

○清田市町村課長 職員不足による影響が懸

念される分野として幾つか挙げておりまし

て、全体的な話として、これは、市町村、県

も同じような状況かと思うんですけれども、

以前に比べて職員の採用試験への応募者が確

実に減っているとか、あるいは、町村によっ

ては募集をかけても予定人員さえちょっと確

保がままならないと。 

 特にその辺は、技術職とかのほうは、町村

というところでは、もともと数が厳しいの

で、さらに厳しい状況にあるというところは

ありますので、具体的に何人足りないかとい

うのは、数字としてはお出しできませんけれ

ども、そういう声は寄せられておりますし、

これ2040年を見越したところで調査しており

ますので、現状でもかなり厳しくなってるの

に、今後、地域の住民が減って、応募者にな

り得る人たちが減っていけば、さらにもっと
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採用が厳しくなるだろうと。一方で、例え

ば、インフラとかの整備はやらなきゃいけな

い、農業とか、観光とか、そういったものは

やらなきゃいけないので、そういう技術職的

な人たちは確保したいけど集まらないんじゃ

ないかという懸念がたくさん出てきていると

いう調査結果かなというふうに思っておりま

す。 

 あと、就職氷河期を対象とした採用などを

町村がやってるかというと、すみません、私

が聞いてる限りでは、そういうところはあり

ませんので、そういった宝塚市の情報とか

も、参考にしていきたいと思っております。 

 

○ 田大造委員 了解しました。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか。 

 １つだけお願いがあります。先ほどから、

このアンケートの結果だけがありますけれど

も、もとになるアンケートがどういったアン

ケートだったのかという資料があれば、参照

しやすいと思うので、よければ、委員の皆さ

ん方に、それを１つずつ配っていただきたい

というふうに求めます。 

 

○清田市町村課長 準備させていただきま

す。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○増永慎一郎委員長 ほかになければ、質疑

はこれで終了したいと思います。 

 次に、議題３、閉会中の継続審査について

お諮りします。 

 本委員会に付託の調査事件については、引

き続き審査する必要があると認められますの

で、本委員会を次期定例会まで継続する旨、

会議規則第82条の規定に基づき、議長に申し

出ることとしてよろしいでしょうか。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり) 

○増永慎一郎委員長 異議なしと認め、その

ようにいたします。 

 その他として、何かほかにありませんか。 

 ほかになければ、本日の委員会は、これで

閉会をいたします。 

 お疲れさまでございました。 

  午後０時閉会 
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